
 

令和３年度 事業計画書 

特定非営利活動法人 いんくるプラス 

 

重 点 項 目 重 点 目 標 重点目標達成の為の対策 実施時期 

児童福祉法に基づく障害児通

所支援事業 

 

【放課後等デイサービス】 

 

 

 

 

 

 

【保育所等訪問支援事業】 

 

 

 

① 事例を通した個別児童

の周知 

 

② 安定した運営 

 

 

 

③ 保育所等訪問支援事業

について周知していく。 

 

④ 学校、家庭との関係づく

り 

 

 

 

① 週 1程度、利用児童の基本情報・アセスメントを元に現在の活動、これから

の方向性など話し合いを実施していく。 

 

② 最低２１日開所を実施。また、年間で開所日を設定し、計画的に準備してい

く。 

 

 

③ 相談やデイサービス等で関わる児童が、保育所等訪問事業による支援が適す

ると思われる場合は、保護者に周知していく。 

 

④ 学校と家族との連携を図るため、利用児童の様子を学校と共有していく。 

 

 

 

 

① ４月～ 

 

 

② ４月～ 

 

 

 

③ ４月～ 

児童福祉法に基づく障害児相

談支援事業。及び障害者総合支

援法に基づく特定相談支援事

業 

【相談支援事業】 

 

 

① 児童を中心に新規の依

頼を受けていく。 

 

 

① 月ごとの契約件数を考慮しながら受けていく。 

 

 

① ４月～ 



障害者総合支援法に基づく障

がい福祉サービス事業 

 

【生活介護】 

 

① 利用者の受け入れを増

やしていく。 

② 作業や活動内容の検討。 

 

① ・10月より実習生の受け入れを始める。 

 

② ・利用者のペースに合った室内でできる作業を探していく。 

 

① 10月～ 

 

② 7月～ 

障がい児（者）及びその保護者

に対しての適切な支援事業 

 

【ブループリント】 

※私的契約による実費利用 

 

① 発達障害のある児童に

対し、個別療育、小グル

ープによる活動を実施 

 

② 保護者、家庭との連携 

 

③ 活動内容の発信 

 

① ・パンフレット等の資料を関係機関へ配布する。 

・相談支援業務、各デイ及び相談機関との連携強化。 

・実費利用による相談、療育、提案のパッケージを作り取り組んでいく。 

 

②  ・家族に対してのカウンセリング、ペアトレの実施 

 

③  ・ホームページ、SNS等の活用。 

① ９月～ 

 

 

② ７月～ 

 

③ 9月～ 

障がい児（者）と地域住民との

交流事業とボランティアの育

成事業 

 

 

 

① 公民館を通して地域と

の関りを持っていく。 

 

 

① ・校区文化祭の参加 

・人形劇団の公演 

 

 

① 10月～ 

 


